
〇計画の目的
・ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第６条第１項に基づき策定するものです。
・ 越谷市建築物耐震改修促進計画は、昨今の地震により、耐震化が低い地域で多くの住宅が

倒壊する等の被害が生じたことから、今後の地震による建築物の倒壊等の更なる被害を
未然に防止し、市民の生命、身体及び財産を保護するため、新たな耐震化率の目標の設定や
対象建築物の拡充を図り、建築物の耐震化のより一層の促進を図ることを目的とします。

〇計画期間
令和８年度～令和１２年度（５年間）

〇対象建築物

越谷市建築物耐震改修促進計画【概要版】

計画の概要

平成２０年６月（令和８年３月改定）

耐震化の現状と目標

〇緊急輸送道路とは
災害発生時における被災者の避難及び被災者の

生活を確保する物資輸送のために利用する路線
として埼玉県及び越谷市が指定する路線。

〇避難路沿道建築物の現状と目標
埼玉県が指定する緊急輸送道路の沿道建築物の

うち、地震発生時に道路を閉塞するおそれのある
特定耐震既存不適格建築物は、令和７年度末時点
での対象は８件であり、該当する建築物の所有者
等に指導及び助言を行い、耐震化を促進すること
を目標とします。

なお、市が指定する緊急輸送道路等の避難路沿
道建築物についても、耐震化の促進に努めて
まいります。

緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の耐震化について

第1号

第3号

市有建築物 市が所有又は管理している建築物

住宅
戸建て住宅

分譲共同住宅

種類

耐震改修促進法第14条
に規定される特定既存

耐震不適格建築物

備考

多数の者が利用する建築物

緊急輸送道路等の避難路沿線建築物

総数
耐震性のある建物

総数
耐震化率

（令和8年3月末時点）
a b c(=b/a)

住宅 145,732 138,350 94.9%
多数の者が利用する

建築物 618 598 96.8%

避難所施設 81 74 91.4%
多数の者が利用する

建築物 84 82 97.6%

民間
建築物

市有
建築物

おおむね解消

おおむね解消

100.0%

100.0%

令和12年度末までの目標



耐震化支援

越谷市役所 都市整備部 建築住宅課 963-9235

耐震化を促進するための施策

費用の2/3 かつ上限

耐震診断 耐震改修 簡易耐震改修

７万円 50万円 20万円

10万円 100万円 住戸数×20万円

耐震予備診断 耐震本診断 耐震改修

木造住宅

分譲マンション

費用の23％ かつ上限 費用の23％ かつ上限

費用の2/3 かつ上限 費用の2/3 or 住戸数×5万円

かつ上限

費用（居住面積1㎡×49,300円

を上限）の23％ かつ上限

・H12.5.31以前に建築されたもの

・市の簡易耐震診断の評価1.0未満

・H12.5.31以前に建築されたもの

・耐震診断の評価1.0未満

・H12.5.31以前に建築されたもの

・耐震診断の評価1.0未満

・S56.5.31以前に建築されたもの ・S56.5.31以前に建築されたもの
・診断により倒壊又は崩壊する

危険性があるとされたもの

（令和8年3月末時点）


